コンテンツにスキップ

	
		
			
				

	
	

メインメニュー
	
	


				
		

	
	メインメニュー

	サイドバーに移動
	非表示



	

	
		案内
	

	
		
			メインページ
	井戸端
	最近の更新
	おまかせ表示
	ヘルプ
	寄付


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Wikisource]
	


		

		
			

	

検索
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				検索
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			アカウント作成

	ログイン



		
	




	

	

	
	

個人用ツール
	
	


		

	
		
			 アカウント作成
	 ログイン


		
	





	
		ログアウトした編集者のページ もっと詳しく
	

	
		
			投稿記録
	トーク


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Page:Copyright Law of Japan essence.pdf/40

							

	
	

言語を追加
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			前のページ
	次のページ
	ページ
	議論
	画像
	目録


		
	




								

	
	日本語
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			閲覧
	編集
	履歴表示


		
	




							
				
							
								

	
	ツール
	
	


									
						

	
	ツール

	サイドバーに移動
	非表示



	

	
		操作
	

	
		
			閲覧
	編集
	履歴表示


		
	





	
		全般
	

	
		
			リンク元
	関連ページの更新状況
	ファイルをアップロード
	特別ページ
	この版への固定リンク
	ページ情報
	このページを引用
	短縮URLを取得する
	QRコードをダウンロード


		
	





	
		印刷/書き出し
	

	
		
			印刷用バージョン
	EPUBをダウンロード
	MOBIをダウンロード
	PDFをダウンロード
	その他のファイル形式


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						提供：Wikisource

					

					


					
					
					このページはまだ校正されていません
六八
 



	

スルニ外ナラス、抑モ登錄ハ公󠄁證力アルモノニシテ之ニ依リテ世間一般ノ人ハ著󠄁作權者󠄁ノ何人タルコト、並ニ發行ノ時日等ヲ知リ得ルモノナレハ登錄ノ有無ハ第三者󠄁ノ利益󠄁ニ至大ナル關係ヲ生スルモノナリ、故ニ登錄ニ重大ナル效果ヲ與ヘ成ルヘク著󠄁作權者󠄁ヲシテ登錄ヲ爲サシメサル可カラス、是レ本條ノ規定アル所󠄁以ナリ、然レトモ本條ハ單ニ發行又ハ興行シタル著󠄁作物ニノミ適󠄁用スヘキ規定ナリ、故ニ未タ発行セサル著󠄁作物ニ關シテハ登錄ヲ受ケサルモ僞作ニ對スル民事訴訟󠄁ヲ提起󠄁スルコトヲ得、是レ蓋シ未發行又ハ未興行ノ著󠄁作物ニ關シテハ世間一般ノ人ハ其ノ著󠄁作者󠄁ノ何人タルコト並ニ發行ノ時日等ヲ知ルノ必要ナキヲ以テ之ヲ登錄セシムルヲ要セサルナリ、
	登錄ハ何時之ヲ爲サヽル可カラサルカ、僞作ノアリタル以前󠄁ニ之ヲ爲スヲ要スルカ、換言スレハ僞作アリタル以後ニ爲シタル登錄ハ其ノ效果ヲ旣徃ニ及ホスコトヲ得ルカ、法文󠄁ニハ登錄ノ時期ヲ明定セサルヲ以テ何時之ヲ爲モ不可ナキナリ、故ニ僞作ノアリタル塲合ニ直ニ登錄ヲ受ルトキハ僞作ニ對スル民事訴訟󠄁ヲ提起󠄁スルコトヲ得ルナリ、此ノ規定ハ立法論トシテハ非難󠄀スヘキ點アリト雖解釋論トシテハ此ク論結セサル可カラス、
	登錄ノ第二ノ效果ハ著󠄁作權ノ讓渡及質入ノ塲合ニ於テ登錄ヲ受ケサレハ第三者󠄁ニ對抗スルコト得サルコト是レナリ、凡ソ權利ノ得喪移轉ハ之ヲ第三者󠄁ニ公󠄁示スル方法ナカラサル可カラス、民法ニ於テハ不動產ニ關スル物權ニ付テハ登記、動產ニ關スル物權ニ付テハ引渡、債權ニ付テハ債務者󠄁ヘノ吿知ヲ以テ公󠄁示方法ト爲ス（民法第百七十七條、第百七十八條、第四百八十七條）、然ルニ著󠄁作權ハ不動產ニモアラス、動產ニモアラス、將タ又債權ニモアラサルカ故ニ民法ノ原則ヲ適󠄁用シ公󠄁示ノ方法ヲ定ムルコトヲ得ス、而シテ若シ公󠄁示ノ方法ナキトキハ第三者󠄁ハ不測ノ損害󠄂ヲ蒙ルコトアルヘキヲ以テ本法ニ於テ公󠄁示ノ規定ヲ設クルコトヲ要ス、例ヘハ甲カ乙ニ自己ノ著󠄁作權ヲ賣渡シ又直ニ之ヲ丙ニ賣渡ストキハ丙ハ其ノ著󠄁作權ヲ得ル能ハスシテ空󠄁シク詐僞ノ犠牲ト爲ルナリ、丙ハ甲ニ對シテ損害󠄂ノ賠償ヲ求ムルノ權利アルモ若シ甲ニシテ無
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